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令和 8 年度事業計画書 
(令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月 31日) 

公益財団法人吉田学術教育振興会 

Ⅰ 基本方針 

当財団は、設立以来、福岡県下で科学技術の先進的かつ着想が斬新な研究に取り組む

新進気鋭の研究者への学術奨励金の給付、児童・生徒の学ぶ力の向上と豊かな人間性を

育む教育に取り組む学校への教育振興助成金の給付や図書の寄贈、さらに学生・生徒の

就学機会を確保し、健全な育成を図るための奨学金の給付等、学術教育振興等の分野で

様々な助成活動に取り組んできた。 

令和 8年度についても従前の基本方針を堅持して上記の事業を行う。 

この事業の基盤は当財団の収益である資産運用である。2026年の為替相場は米ドル 145

円台から 155 円台、豪ドル 100 円台から 110 円台を推移するとの大方の見方があること

から、外貨建債券等の収益環境は一定の範囲で良好な状態を継続するものと見通してい

る。 

前述の資金運用環境を踏まえ、令和 7 年度の事業計画を基本としつつも、奨学金等給

付事業では高校生等の奨学金給付額の増額及び給付人数の増加を踏まえた、令和 8 年度

の事業計画を次の通り策定した。 

 

Ⅱ 事業の実施計画 

１ 学術奨励事業 

  福岡県内の大学、高専等の研究機関に在籍し、科学技術的にも高度で水準が高く、 

かつ、近未来において社会の豊かさと向上に大きな貢献が期待されるテーマに取り組ん

でいる理工系の研究者に対し、令和 8 年度は総額 800 万円の予算を計上して学術奨励金

を交付し、これを助成する。 

  交付は 1件当たり 200万円、4名以内とし、募集、選考、交付の方法、交付時期等につ

いては、当財団の規定に従って実施する。 

なお、助成による研究の進展・成果の状況等については、１年後を目途に報告をいた

だくほか、研究が終了し実用化され一定の成果が挙がったものについては、その時点を

目途にレポートを送付していただくことを募集の条件とし、助成の効果を把握すること

とする。 

 

２ 教育振興助成事業 

(1) 資・器材の購入資金の交付 

   福岡県内の公立の小・中学校で、理科の授業又は総合的な学習の時間を利用して特

色ある学習活動を展開している学校に対し、また、公立の高校で、特色ある自然科学・

社会科学等の学習活動を行い、又は生徒に対し特色ある進路指導・職業教育等を行っ
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ている学校に対し、その効果をより高める上で不可欠な教材等の購入資金として、令

和 8年度は総額 660万円の予算を計上して教育振興助成金を交付し、これを助成する。 

   交付は、１校当たり 33万円（消費税込み）とし、寄贈校を 20校程度とする。 

   募集、選考、交付の方法、交付時期等については、当財団の規定に従って実施する。 

(2) 外国人留学生への里親奨学金の給付 

   県内の大学に在籍し、経済的な理由から就学の継続が困難な外国人留学生に対し、

総額 72万円の予算を計上し、里親奨学金を給付する。 

給付は、公益財団法人福岡県国際交流センターの里親奨学金制度を通して、2名に給

付し、募集、選考、給付の方法、給付時期等については、当財団及び同センターの規

定に従って実施する。 

(3) その他の振興助成金の交付 

   県民の教育・文化・芸術・健康増進等を目的とし、有意義で特色ある啓発活動を進

める福岡県内の団体に対し、総額 120 万円の予算を計上して振興助成金を交付し、そ

の推進を助成する。 

   交付は、１件当たり 30万円を上限とし、募集、選考、交付の方法、交付時期等につ

いては、当財団の規定に従って実施する。 

   今年度も、振興助成金への応募促進を図る為、地域の教育関係団体等に対し、振興

助成金等の周知活動を実施する。 

 

３ 奨学金等給付事業 

(1) 奨学金の給付 

   福岡県内に居住し、学力・人物ともに優秀でありながら、経済的な理由から就学の

継続が困難な高校、高専、大学生に対し、令和 7 年度より 760.8 万円増やした総額

2,848.8万円の予算を計上し、奨学金を給付する。 

   月々の給付額は、高校生と高専生（１～3年生）を 2.0万円/月から 2.2万円/月とし、

高専生（4～5年生）と大学生を 3.0万円/月とする。 

   給付人数は、高校生を 58 名程度（うち定時制 4 名程度）から 75 名程度（うち定時

制 5 名程度）、高専生 12 名程度から 14 名程度、大学生 9 名程度から 12 名程度とし、

合計 101名程度（前年比 22名増）とした。 

令和 8 年度は、この合計 101 名程度を予算人数とし、募集、選考、給付の方法、給

付時期等については、当財団の規定に従って実施する。 

(2) 入学支度金の給付 

   学力・人物ともに優秀でありながら経済的な理由から大学進学が困難な福岡県内の

高等学校の生徒に対し、九州及び山口県内の国・公立大学進学を条件に、入学金に充

当するため、令和 7年度より 30万円増額した総額 180万円の予算を計上し、入学支度

金を給付する。 
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   給付は、令和 7 年度から 1 名増の 6 名程度とし、募集、選考、給付の方法、給付時

期等については、当財団の規定に従って実施する。 

 また、学力・人物ともに優秀でありながら経済的な理由から高校進学が困難な福岡

県内の公立の中学校の生徒に対し、福岡県内の公立高校又は工業高等専門学校進学を

条件に、新入学用品購入費等に充当するため総額 120 万円の予算を計上し、入学支度

金を給付する。 

   給付は、令和 7年度と同様に 24名程度とし、募集、選考、給付の方法、給付時期等

については、当財団の規定に従って実施する。 

 

４ 図書寄贈事業 

  福岡県内の小・中学校で、理科的な関心を高め、また豊かな心を身につける基礎的な

力を育む図書の充実を図っている学校に対し、また、高校については前記した他、人格

の涵養を図る等の目的をもって図書の充実を図っている学校に対し、総額 330 万円の予

算を計上してこれにふさわしい図書を寄贈する。 

  寄贈は、原則として 30校以内とし、募集、選考、寄贈の方法、寄贈の時期等について

は、当財団の規定に従って実施する。 

 


